
平成29年度

・会費等検討委員会を設置する。
・会員募集月間を８月から６月・７月の２か月に変更する。
・生活支援コーディネーター業務を市から受託
・介護予防日常生活支援総合事業における協議体を「“わ”がまち会議」と位
置付け順次開催していく。

平成30年度

・市の「地域福祉計画」と社協の「地域福祉活動計画」を一体的に策定するこ
とが決まり、第4期地域福祉活動計画の策定に着手。
・夢を実現プロジェクト事業にフォローアップ助成（2カ年）を期間を限定し
て開始。

令和元年度

・第４期地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定（令和２年～令和３年）
・成年後見支援センター運営業務を市から受託。
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、ボランタリーハウス等の活動中止を
余儀なくされる。

令和2年度

・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し生活に困窮する世帯
への「生活福祉資金特例貸付」「住居確保給付金」等に関する相談・対応が増
える。
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、ボランタリーハウス等の地域活動中
止を余儀なくされる。
・法人化４０周年記念マスコットキャラクターの募集を行う。




